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労
災
保
険
は
、
原
則
と
し
て
労
働

者
を
使
用
す
る
す
べ
て
の
事
業
主
に

加
入
義
務
が
あ
る
が
、
農
業
の
場
合

は
、
法
人
経
営
と
５
人
以
上
を
雇
用

す
る
個
人
経
営
は
強
制
適
用
で
あ
る

も
の
の
、
５
人
未
満
の
個
人
経
営
で

は
「
原
則
と
し
て
任
意
（
暫
定
任
意

適
用
事
業
）」
と
し
て
未
加
入
が
認

め
ら
れ
て
い
る
。

　

従
業
員
の
業
務
災
害
に
つ
い
て
は
、

事
業
主
が
労
働
基
準
法
に
基
づ
く
災

害
補
償
責
任
を
負
う
が
、
労
災
保
険

給
付
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
こ
の
責

任
は
免
除
さ
れ
、
労
災
保
険
が
事
業

主
の
災
害
補
償
責
任
を
担
保
す
る
役

割
を
果
た
し
て
い
る
。
一
方
、
暫
定

任
意
適
用
で
労
災
保
険
に
未
加
入
の

　

大
阪
府
は
令
和
８
年
３
月
、
農
業

分
野
へ
の
先
進
技
術
導
入
の
推
進
を

図
る
「
大
阪
農
業
Ｄ
Ｘ
推
進
戦
略
」

を
策
定
し
た
。

　

同
戦
略
の
前
身
と
し
て
令
和
２
年

度
に
策
定
さ
れ
た
「
大
阪
府
ス
マ
ー

ト
農
業
推
進
指
針
」
で
は
、
令
和
７

年
度
ま
で
に
先
進
技
術
の
導
入
農
業

者
１
５
０
人
と
い
う
目
標
を
掲
げ
て

　

大
阪
府
は
こ
の
ほ
ど

「
大
阪
府
農
業
振
興
地

域
整
備
基
本
方
針
」
を

変
更
し
、
３
月
26
日
に

府
公
報
で
公
表
し
た
。

　

令
和
17
年（
目
標
年
）

の
大
阪
府
に
お
け
る
確

保
す
べ
き
農
用
地
区
域

内
農
地
面
積
の
目
標
に

つ
い
て
、
国
基
本
指
針

で
示
さ
れ
た
基
準
を
踏

ま
え
３
９
４
７
㌶
と
設

定
。

　

ま
た
、
農
業
生
産
基

盤
の
整
備
及
び
開
発
の

方
向
と
し
て
農
業
経
営

の
高
収
益
化
に
向
け
た

施
設
整
備
に
つ
い
て
記

載
し
た
ほ
か
、
農
用
地
等
の
保
全
に

向
け
、
地
域
計
画
に
基
づ
く
担
い
手

へ
の
農
地
の
集
積
・
集
約
の
推
進
に

欠
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
Ｄ
Ｘ
活
用

を
推
進
す
る
内
容
に
改
定
し
て
い
る
。

　

施
設
園
芸
に
つ
い
て
は
、
環
境
制

御
技
術
導
入
を
一
層
推
進
す
る
と
と

も
に
、
水
な
す
や
い
ち
ご
な
ど
の
高

収
益
作
物
へ
の
重
点
投
資
に
よ
り
更

な
る
収
益
力
の
向
上
を
図
る
。

　

ま
た
、
大
阪
農
業
の
持
続
的
成
長

と
い
う
視
点
で
は
、
各
業
務
単
位
で

の
デ
ー
タ
化
や
省
力
化
に
留
ま
ら
ず
、

業
務
プ
ロ
セ
ス
の
刷
新
に
よ
り
経
営

全
体
の
Ｄ
Ｘ
化
を
図
る
こ
と
で
、
地

関
す
る
内
容
も
追
加
。

　

さ
ら
に
、
農
用
地
等
の
確
保
に
向

け
て
、
非
農
業
的
土
地
需
要
へ
の
対

応
に
つ
い
て
も
記
載
。
都
市
的
土
地

利
用
と
農
業
的
土
地
利
用
と
の
計
画

的
な
調
整
、
農
振
法
・
農
地
法
等
関

係
法
令
の
適
切
な
制
度
運
用
を
図
る
。

　

大
阪
府
担
当
者
は
、「
食
料
の
安

定
供
給
の
確
保
と
、
そ
の
た
め
に
必

要
な
農
用
地
等
を
確
保
す
る
旨
が
国

基
本
指
針
に
明
記
さ
れ
た
こ
と
を
踏

ま
え
、
府
基
本
方
針
を
見
直
し
た
。

農
地
は
食
料
供
給
の
場
で
あ
る
と
と

も
に
、
国
土
・
環
境
保
全
、
教
育
・

福
祉
な
ど
多
様
な
公
益
的
機
能
を
有

し
て
お
り
、
農
地
の
確
保
と
有
効
利

用
が
重
要
で
あ
る
。
今
後
は
市
町
村

と
協
議
し
、
地
域
の
意
向
や
土
地
利

用
動
向
を
踏
ま
え
、
農
業
振
興
地
域

の
拡
大
を
積
極
的
に
推
進
し
た
い
」

と
話
す
。�

（
沼
田
）

域
全
体
の
支
援
の
ほ
か
、
熟
練
農
業

者
の
技
術
の
デ
ジ
タ
ル
継
承
な
ど
も

進
め
る
。

　

生
産
体
制
全
般
に
わ
た
る
Ｄ
Ｘ
対

応
に
つ
い
て
は
、
都
市
農
業
を
活
か

す
先
進
技
術
の
拡
大
や
、
産
学
官
民

の
共
創
や
企
業
誘
致
を
通
じ
た
大
阪

型
モ
デ
ル
の
創
出
を
掲
げ
て
い
る
。

　

大
阪
府
担
当
者
は
「
大
阪
発
の
Ｄ

Ｘ
を
農
業
構
造
の
変
革
に
つ
な
げ
、

大
阪
農
業
の
成
長
産
業
化
を
図
っ
て

い
き
た
い
」
と
話
す
。�

（
沼
田
）

事
業
主
に
も
従
業

員
に
対
す
る
災
害

補
償
責
任
は
あ
り
、

こ
れ
が
経
営
リ
ス

ク
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

　

農
作
業
事
故
が
絶
え
な
い
中
、
今

後
、
農
業
の
５
人
未
満
の
個
人
経
営

に
つ
い
て
も
従
業
員
の
労
災
保
険
加

入
が
義
務
化
さ
れ
る
見
通
し
で
あ
る
。

　

今
回
、農
水
省
は
こ
れ
ら
労
働
関
係

法
制
の
見
直
し
に
対
応
す
る
た
め
の

体
制
づ
く
り
等
を
中
心
と
し
た
「
雇

用
体
制
強
化
事
業
」
を
新
た
に
創
設
。

　

大
阪
府
農
業
会
議
も
同
事
業
を
活

用
し
て
、
社
会
保
険
労
務
士
等
の
指

導
の
も
と
、
関
係
機
関
・
団
体
、
市

町
村
農
委
等
と
の
連
携
・
協
力
を
得

な
が
ら
府
内
農
業
者
へ
の
制
度
周
知

や
相
談
窓
口
の
設
置
な
ど
、
労
災
保

険
の
加
入
支
援
に
取
り
組
む
こ
と
と

し
て
い
る
。�

（
光
崎
）

い
た
と
こ
ろ
、
令
和
６
年
度
末
時
点

で
導
入
農
業
者
は
１
５
８
人
に
達
し
、

計
画
を
上
回
る
ペ
ー
ス
で
推
移
。

　

一
方
で
、
生
産
年
齢
人
口
の
減
少

に
よ
り
担
い
手
不
足
が
顕
在
化
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
各
経
営
体
に
お
け

る
生
産
性
の
向
上
だ
け
で
な
く
、
農

業
経
営
全
体
や
地
域
・
産
地
の
生
産

体
制
全
体
に
わ
た
る
効
率
化
が
不
可
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先
進
技
術
で
大
阪
農
業
の
強
化
を

�

大
阪
府
が
Ｄ
Ｘ
推
進
戦
略
策
定

労
災
保
険
加
入
義
務
化
に
向
け
て

�

雇
用
体
制
強
化
事
業

　

４
・
３　

政
府
は
主
要
食
糧

の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
を
閣
議
決
定
し
た
。
米

の
安
定
供
給
に
向
け
て
新
た
に

加
工
・
中
食
・
外
食
の
事
業
者

の
取
引
実
態
を
把
握
す
る
他
、

需
要
量
の
増
加
等
に
よ
る
供
給

不
足
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
、

備
蓄
の
目
的
を
見
直
す
。
ま
た
、

生
産
調
整
に
関
す
る
規
定
を
削

除
し
、
需
要
に
応
じ
た
生
産
の

責
務
既
定
を
新
設
す
る
。

　

４
・
３　

政
府
は
種
苗
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
を
閣

議
決
定
し
た
。
国
内
で
育
成
さ

れ
た
新
品
種
の
育
成
者
保
護
を

強
化
す
る
た
め
、
育
成
者
権
の

存
続
期
間
を
10
年
延
長
す
る
他
、

品
種
登
録
出
願
中
の
種
苗
の
輸

出
を
差
し
止
め
ら
れ
る
仕
組
み

な
ど
も
盛
り
込
む
。

　

４
・
８　

農
水
省
は
、
水
田

活
用
の
直
接
支
払
交
付
金
の
見

直
し
の
方
向
性
の
案
を
示
し
た
。

非
主
食
用
米
や
麦
、
大
豆
、
飼

料
作
物
に
つ
い
て
は
、
生
産
性

向
上
に
向
け
、
10
㌃
当
た
り
の

収
量
に
応
じ
た
単
価
で
支
援
し
、

収
量
基
準
は
地
域
差
に
配
慮
。

ま
た
、
主
食
用
米
の
う
ち
業
務

用
米
に
つ
い
て
は
、
当
面
、
単

収
向
上
等
を
支
援
す
る
。

月
間
農
政
フ
ァ
イ
ル

３
・
21
～
４
・
20

府農業振興地域整備基本方針
� 農用地確保に向けて見直し


